
■４月からの変更点
●消費生活相談日�毎週火曜日に加え、新たに木曜日も行います。
●交通事故相談日・時間�毎月第１・３水曜日とし、午後１時～４時３０分に時間を延長します。また予約の必要
　がなくなりました。
●内職相談日�毎週金曜日のみとなりました。
●ふれあい相談日�新たに月曜日も加え、毎週月～金曜日に行います。
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今後の「相談窓口」「診療時間外・休日救急歯科診療当番医」「納税及び夜間納
税（相談）窓口」「人口・世帯数」「火災・救急件数」「犯罪・事故件数」は毎月１５
日号に掲載します。

４月の相談窓口 ※相談は無料です。秘密は固く守られますのでお気軽にご利用ください。
　なお、いずれも正午～午後１時は休みます。

問い合わせと　 こ　 ろと　 　 　 　 　 　 き名　 称

市民課相談係
�〈７６〉１１１１

市役所相談室（北庁舎１階）午前８時３０分～午後５時毎週月～金曜日市 民 相 談

市役所相談室午後１時～５時
８日�・２２日�
（予約制…４月１日�から）

弁護士による法律相談

市役所相談室午後１時～４時
１５日�
（予約制…４月１日�から）

司法書士による法律相談

市役所相談室午後１時～４時３０分６日�・２０日�交 通 事 故 相 談

市役所相談室午前９時～午後３時５日�・１９日�行 政 相 談

市役所相談室午前９時～午後３時１２日�・２６日�人 権 相 談

市役所相談室午前９時～午後２時３０分毎週火・木曜日消 費 生 活 相 談

市役所相談室午後１時～３時２５日�登 記 相 談

市役所相談室午前１０時～午後４時１３日�・２７日�女性悩みごと相談

市役所相談室午前１０時～午後３時７日�年 金 相 談

市役所相談室午後１時～４時毎週水・木曜日外 国 人 相 談

市税課　�〈７６〉１１１１市役所第６会議室（本庁舎３階）午前１０時～午後３時５日�税 務 相 談

商工課　�〈７６〉１１１１
勤労福祉会館午後１時～４時１４日�労 働 相 談

市役所西会館午前９時～午後４時毎週月～金曜日職 業 相 談

児童課　�〈７６〉１１１１

市役所西会館午前１０時～午後３時毎週金曜日内 職 相 談

市役所児童課（北庁舎１階）午前８時３０分～午後５時１５分毎週月～金曜日母 子 相 談

市役所西会館午後２時～４時１３日�母子家庭就業相談

市役所児童課午前８時３０分～午後５時１５分毎週月～金曜日児 童 相 談
子育て支援センター

�〈７３〉６３３６
子育て支援センター（錦・二本
木・あけぼの保育園内）

午前９時～午後５時毎週月～金曜日子 育 て 相 談

総合福祉センター
�〈７７〉７８８８

社会福祉会館午前９時～正午１４日�障 害 者 相 談

社会福祉協議会
�〈７７〉２９４１

社会福祉会館午前１０時～午後３時毎週火・木・土曜日ボランティア相談

社会福祉会館午前９時～午後３時毎週火曜日

心 配 ご と 相 談

社会福祉会館、桜井公民館、
北部福祉センター

午後１時～４時第１・３土曜日

安祥・中部公民館、
西部・作野福祉センター

午後１時～４時第２・４土曜日

南部公民館午後１時～４時第１・３水曜日

社会福祉会館午後１時～４時
第３水曜日
（予約制…４月１日�から）

福 祉 法 律 相 談

教育センター
�〈７６〉９６７４

教育センター午前９時～午後５時毎週月～金曜日
教 育 相 談
「 心 の 電 話 」
�〈７６〉９６７４

教育センター午前１０時～午後５時
毎週月～金曜日
（予約制）

ふ れ あ い 相 談


